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用語等の説明 

 

  このテキストにおいて用いる主な用語については次のとおりです。 

 

ＰＣＴ、条約、条    ‥‥‥    特許協力条約 

規則、規    ‥‥‥‥‥‥‥    特許協力条約に基づく規則 

細則、細    ‥‥‥‥‥‥‥    特許協力条約に基づく規則実施細則 

国際出願法、法    ‥‥‥‥    特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 

令    ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥    特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 

法施    ‥‥‥‥‥‥‥‥‥    特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 

法施様式    ‥‥‥‥‥‥‥   特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則様式 

特    ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥    特許法 

特施    ‥‥‥‥‥‥‥‥‥    特許法施行規則 

特施行令 ‥‥‥‥‥‥‥‥  特許法施行令 

特施様式  ‥‥‥‥‥‥‥‥    特許法施行規則様式 

実    ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥    実用新案法 

実施行令    ‥‥‥‥‥‥‥    実用新案法施行令 

実施    ‥‥‥‥‥‥‥‥‥    実用新案法施行規則 

実施様式  ‥‥‥‥‥‥‥‥    実用新案法施行規則様式 

特例    ‥‥‥‥‥‥‥‥‥  工業所有権に関する手続等の特例に関する法律   

特例令    ‥‥‥‥‥‥‥‥    工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 

特例施    ‥‥‥‥‥‥‥‥    工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 

手数料令  ‥‥‥‥‥‥‥  特許法等関係手数料令 

明・請・要・図    ‥‥‥‥    明細書、請求の範囲、要約、図面 



  

はじめに 

 

本テキストは、国際出願後にその国際出願を日本国へ継続させるために必要な国内移行手続（指

定官庁に対する手続）に特化した記載となっています。 

 

特許協力条約（ＰＣＴ）に基づく国際出願の手続の詳細（受理官庁に対する手続）については、

特許庁ホームページ（https://www.jpo.go.jp/index.html）「制度・手続」の「特許」「国際出願」→

「ＰＣＴ国際出願手続」「特許協力条約（ＰＣＴ）に基づく国際出願の手続」を参照してください。 

 

国際出願を日本国へ継続させるためには特許法第１８４条の５第１項に規定する書面（以下「国

内書面」という。）や国際出願の翻訳文の提出及び国内手数料の支払いが必要ですが、これらの書類

の提出には、国内の手続と同様に、電子証明書・電子署名等の技術を用いたインターネット回線を

利用した電子出願が利用できます。また「申請人登録制度」、「予納制度」、「現金納付制度」、「電子

現金納付制度」「口座振替納付制度」及び「指定立替納付制度（クレジットカードによる納付）」が

利用できますので、詳細につきましては、特許庁ホームページ（https://www.jpo.go.jp/index.html）

「制度・手続」の「手続一般」「出願」→「電子出願」を参照してください。 

 

電子出願を行う前の事前手続や国内移行後の手続については、国内出願の手続と同様ですので、

特許庁ホームページ（ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/syutugan_tetuzuki.htm

l）に掲載されている「出願の手続」を併せて参照してください。 

 

また、電子出願ソフトサポートサイト（特許庁のホームページから外部サイトへリンクしており

ます。）において、「国内書面」「国際出願翻訳文提出書」等のオンライン手続可能な申請書類のひな

形を提供しています。特許庁ホームページ（https://www.jpo.go.jp/index.html）「制度・手続」の「手

続一般」「出願」→「電子出願」「電子出願ソフト」 → 「電子出願ソフトサポートサイト」「申請書

類の書き方ガイド」→「申請書類の作成 >>申請書類の書き方ガイド」 → 青枠「申請書の書き方

ガイド」 → 目次「ＰＣＴ国内移行手続ガイドライン」をご参照ください（全ての国内移行手続の

ひな形があるわけではありませんのでご了承ください。）。 

 

https://www.jpo.go.jp/index.html
https://www.jpo.go.jp/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/syutugan_tetuzuki.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/syutugan_tetuzuki.html
https://www.jpo.go.jp/index.html


  

日本語特許出願 

 

・特許協力条約に基づく国際出願 

優先日から１２月以内 

     

 

・国内書面 

 優先日から３０月以内 

「国内書面提出期間」 

 

 

   （国内書面提出期間内に提出なし） 

 

  

          

 

 

 

 

・新規性喪失の例外適用申請書 

・新規性の喪失の例外証明書提出書（書面） 

国内処理基準時の属する日後３０日以内 

 

・特許協力条約第１９条／３４条補正の写し提出書 

国内処理基準時の属する日まで 

 

         

 

 

 

 

 

          

          

    

      

     

 

 
    ・出願審査請求書 

     国際出願日から３年以内 

 
国際出願日から３年以内に審査請求がなかった場合は 

取り下げたものとみなされる 

却下理由通知の 

発送日から２月以内 

指令書の 

発送日から２月以内 

方式審査 

審査 

国内移行手続 

補正指令 

（提出） 

手続補正書 

却下理由通知 

（提出） 

弁明書 

（注）国内優先権の成立要件のうち、国際出願時の代

理人の特許法第４１条第１項に関する特別授権の証

明のみがない場合は、応答する期間を記した「優先

権主張に関する通知」を送付します。これに応答し

ない場合、当該国内優先権主張は無効になります。 

 

国際出願 

出願却下 

指令書の発送日から２月以内 

（提出） 

国内書面 

国内書面の提出指令 

 

出願却下 

出願却下 

（不提出） （不提出） 

（弁明認めず）

ず）） 

（不提出） 



  

外国語特許出願 

 

・特許協力条約に基づく国際出願 

優先日から１２月以内 

     

 

   ・国内書面 

    優先日から３０月以内 

    「国内書面提出期間」 

 

   ・国際出願翻訳文提出書 

※国内書面で翻訳文を提出しなかった場合 

優先日から３０月以内 

国内書面提出期間の満了前２月から満了の日までの間に国内書面を提出した 

外国語特許出願にあっては、その書面の提出の日から２月以内 

 

 翻訳文が提出できる期間内に翻訳が提出されなかった場合は 

取り下げたものとみなされる 

 

・新規性喪失の例外適用申請書 

・新規性の喪失の例外証明書提出書（書面） 

国内処理基準時の属する日後３０日以内 

    

・優先権証明書提出書（書面） 

    国内書面提出期間が満了するときの属する日後２月以内 

 

・特許協力条約第１９条／３４条補正の翻訳文提出書 

    国内処理基準時の属する日まで 

         

 

 

 

 

 

          

          

    

      

     

 

 
    ・出願審査請求書 

     国際出願日から３年以内 

 
国際出願日から３年以内に審査請求がなかった場合は 

取り下げたものとみなされる 

 

国際出願 

国内移行手続 

方式審査 

却下理由通知の 

発送日から２月以内 

指令書の 

発送日から２月以内 

審査 

補正指令 

（提出） 

手続補正書 

却下理由通知 

（提出） 

弁明書 

出願却下 

出願却下 

（不提出） （不提出） 

（弁明認めず）

ず）） 


